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１１月１５日、ＩＬＯ第２９７回理事会は、ＪＲ不採用事件に関して１９

９９年の中間勧告以来、今回で７度目となる結社の自由委員会報告を採択し

ました。

報告書採択に先立ち、１０月末に来日したＩＬＯ高官は、日本政府や関係

当事者などに対する幅広い事情聴取を行いました。

今回の報告書においてＩＬＯは、過去６回の勧告から一歩踏み出し、その

関与を求めて、「日本政府に対し、この長期化した労働争議を関係当事者す

べてが満足する解決に到達させる観点から、ＩＬＯ援助の受け入れを真剣に

検討するよう」要請しました。

２０年という闘争の長期化に伴い、１０４７名の当事者の平均年齢も５２

歳を超え、すでに亡くなられた方も４１名に及びます。

１０月２日付の北海道新聞は「安倍政権が誕生した。政府は採用差別問題

は人権問題であることを肝に銘じ、政治の責任で早急に解決を図らなければ

ならない」（「論説委員室」から）と述べ、毎日新聞は１１月１２日付の社説

で『「２０年の闘い」を無にせぬよう』と指摘しています。

中央労働委員会命令を取り消した最高裁判決からまもなく３年。このまま

では損害賠償の請求権が３年の時効により、失われてしまいます。これ以上

の解決引き延ばしは許されるものではありません。

中央共闘は、ＩＬＯ結社の自由委員会報告にもとづく政治的解決の実現の

ため、政府が今回で７度目となる勧告を尊重し、すみやかに対処することを

強く求めるとともに、国労をはじめ、関係当事者の団結を大事にし、全国の

支援の仲間と共に解決まで全力をあげることを強く訴えるものです。
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